
年末の予算編成の最大の焦点は.次元の

異なる少子化対策の財源をどう賄うかと

いうことであった。 2028年度までに歳出改革で

1」兆円,支援金の創設で1兆円.規定予算の

活用で1.5兆円.計3.6兆円の財源の確保が必要

とされているが,初年度の2024年度予算では、

歳出改革での保険料負担の軽減は3300億円と

物足りない結果となった

診療報酬の本体部分(医師や看護婦の人件費)

は.財務省がマイナス改定を主張したが,日本

医師会や政治家が猛烈に反

対し.0.8800のプラス改定

になった。介護保険の利用

者負担(2割負担)の拡大

も先送りされた。一方で、

医療や介護の現場で働く人

の賃上げなどに必要な3.400

億円については,実質的な

国民負担には含めないこと

とされた。これは,「少子

化対策財源は実質的な追加

負担を求めない形でねん出

する」という岸田総理の発
.

詩との辻棲合わせである

では.来年度以降歳出改

革はどうなるのか昨年暮

れに決定された「全世代型社会保障構築を目指

す改革の道筋(改革工程)」では.2028年度ま

でに実施について検討する取組みを列挙してい

るが.筆名が注目するのは.医療・介護制度に

ついて能力に応じた全世代の支え合いを求める

として掲げられた,「金融所得の勘案」と「金

触資産等の保有状況の反映」で.2028年度まで

に実施について検討するとしている

社会保障の負担基準について.所得だけでな

く資産を含めることの必要性については,これ

まで骨太の方針などで触れられてきたが,全く

進まなかった。その理由は.資産の把握のため

には,預金付口座付番(以下.「口座付番」と

いう)が必要となるからである

筆者は.令和2年(2020年) 6月,安倍政権

の下で官邸に設置され.菅政権に引き継がれた

「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基

盤抜本改善ワーキンググループJ(以下. rwGJ

という)のメンバーとして口座付番の検討に加

わったので.この問題に触れてみたい

W'Gでは,まずコロナ特別定額給付金の受取

口座との連携に時間がかかった反省を踏まえ

て,公金受取口座のマイナポータルを活用した

登録・利用の仕組みが創設された次に.相続

や災害時の口座情報の提供や行政分野における

公正な給付と負担の確保に資するという趣旨か

ら,より広範な預貯金付番
連載

の必要性について議論が進第

203 められたその結果.公金
回

受取口座に加え.預金者の

同意を前提に.預金保険機

構を活用して既存口座にも

付番することをあわせ.進

めていくことになった。つ

まり.公金受取口座の登録

と預貯金口座全般への付番

を一体的に進めていこうと

いうことである結果的に

成立したのが,本年中に施

行される予定の「預貯金者

の意思、に基づく個人番号の

利用による預貯金口座の管

理等に関する法律」で,マイナンバーと預金保

険機構を活用して.1つの金融機関を窓口にし

て,本人の同意があれぱ他の金融機関にある自

分の口座にも預金保険機構を介してマイナンバ

ーを紐付けることができるようになる相続時

や災害時での手問や負担軽減が可能となる

方で.国民に番号の告知義務を課すのは時

期尚早ということで.今後の課題とされた。国

民には.口座付番により国家が国民の口座を管

理し.資産がガラス張りになるという懸念や誤

解があるしかし.口座に付番しても.国が国

民の口座を勝手に見られるわけではない。法律

に基づき必要な範囲で預金の照会を行うことが

できるという現状が変わるわけではない国は

きちんと説明を尽くして口座付番を進め.歳出

改革につなげていくことが肝要だ
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